
【一般競争入札 総合評価落札方式（施工能力評価型(Ⅱ型））】 

 

入 札 公 告 【 再 度 】 

建設工事（総合評価落札方式） 

 

 次のとおり一般競争入札に付します。 

  

 令和６年４月１５日 

   分任支出負担行為担当官 

    信越自然環境事務所長 酒向 貴子 

 

１．工事概要 

(1) 工事名 令和５年度（繰越）中部山岳国立公園一ノ瀬園地トイレ新築工事【再度公告】 

(2) 工事場所 長野県松本市安曇（乗鞍高原） 

(3) 工事内容 

    建築工事 

トイレ新築 木造平屋建て   

     建築面積  75.36㎡  延床面積 75.36㎡ 

     男子トイレ、女子トイレ、多目的トイレ、ホール 

    機械設備工事  

     暖房設備 パネルヒーター６基 

     換気設備 換気扇５基 その他一式 

     自動制御設備 始動制御装置一式 

     衛生器具設備 大便器６台、小便器２台 その他一式 

     給水設備 受水槽一体型ポンプユニット2000Ｌ 

     排水設備 一式 

浄化槽設備 合併浄化槽128人槽 

     浄化槽放流管 排水管100A 108m、50A 28m その他一式 

    電気設備工事  

電灯設備 LED照明器具、電灯配電盤 

コンセント設備 コンセント23口、その他一式 

動力設備 一式 

情報表示・拡声設備 一式 

構外配電設備 電灯1φ3Ｗ 200/100Ｖ 10KVAｱｯﾌﾟﾄﾗﾝｽ、10KVAﾀﾞｳﾝﾄﾗﾝｽ 

            動力3φ3Ｗ 200Ｖ 4KVAｱｯﾌﾟﾄﾗﾝｽ、4KVAﾀﾞｳﾝﾄﾗﾝｽ 

            CE-CET38sq 579m、CE=CET14sq 579m その他一式 

     電灯設備 ＬＥＤ照明35基 その他一式 

      

 

 



(4) 工期 契約締結日の翌日から令和７年１月２１日まで 

(5) 工事の実施形態 

1) 本工事は、入札時に企業の技術力及び技術者の能力等の提出を受け付け、価格以外の要素と価

格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式（施工能力評価型Ⅱ型）の工事である。 

2) 本工事においては、資料の提出及び入札等を電子調達システムにより行う。なお、電子調達シ

ステムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 

紙入札方式の承諾に関しては、下記５．(1)の担当部局に承諾願を提出すること。 

3) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成１２年法律第104号）に基

づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。 

4）本工事は低入札価格調査制度の調査対象工事である。 

5) 本工事は、現場経験の少ない技術者の技術力向上を図るため、主任技術者又は監理技術者を専

任で補助する技術者（以下「専任補助者」という。）を配置することができる工事である。 

(6) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。 

 

２．競争参加資格 

(1) 予算決算及び会計令（以下｢予決令｣という。）第70条及び第71条の規定に該当しない者であるこ

と。 

(2) 開札時までに環境省における令和５・６年度一般競争参加資格者で建築一式工事Ａ又はＢ又は

Ｃ又はＤ等級の認定を受けていること。会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申

立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般

競争参加資格の再認定を受けていること。 

(3) 信越自然環境事務所管内に建設業法に基づく建築一式工事の許可を受けた本店及び支店、営業

所のいずれかを有すること。 

(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 

(5) 平成２０年度以降に元請けとして完成した工事で、下記の要件を満たす工事の施工実績を有す

ることし、建設共同企業体の実績をもって単体として応募する場合は、出資比率が２０％以上の

場合のものに限る、環境省発注の工事に係るものにあっては、評価点合計が６５点未満のものは

除く。 

1) トイレ設備を含む木造新築工事であること。 

(6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は、監理技術者を本工事に配置できること。 

1) １級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。 

2) 平成２０年度以降に、元請けとして完成した下記に掲げる要件を満たす工事の施工経験を有す

ること(共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が２０％以上の場合の

ものに限る。)。 

ただし、環境省発注の工事に係る経験である場合にあっては、評定点合計が６５点未満のもの

を除く。 

① トイレ設備を含む木造新築工事であること。 

3) 前記1)の資格及び2)の施工経験を有する専任補助者を配置する場合は、配置予定の主任（監理）



技術者は前記2)の施工経験を有するか、または前記2)の施工経験に代えて下記の施工経験を有す

ること。(共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が２０％以上の場合

のものに限る。)。 

平成３１年度以降に、国又は地方自治体発注の建築工事で主任（監理）技術者としての施工経

験があること。また、当該施工経験の環境省発注の工事に係るものにあっては、評定点合計が６

５点未満のものを除く。 

4) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 

(7) 競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）及び競争参加資格確認資料（以下「資料」

という。）の提出期限日から開札の時までの期間に、環境省から工事請負契約に係る指名停止等の

措置要領(令和2年１2月25付け環境会発第2012255号)に基づく指名停止の措置を受けていないこ

と。 

(8) 上記１(１)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面にお

いて関連がある建設業者でないこと。 

(9) 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。 

(10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、環境省発

注の公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 

(11) 総合評価に係る技術提案が適正であること。 

(12) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）でな

いこと。 

・健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出の義務 

・厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出の義務 

・雇用保険法（昭和49年法律第116号）第7条の規定による届出の義務 

 

３．総合評価に関する事項 

(1)本工事の総合評価に関する評価項目は以下のとおりである。 

1) 企業の技術力等     

Ａ．企業の施工能力 

          (a)同種工事の施工実績   (b)工事成績 

          (c)表彰等         (d)地域精通度(地理的条件) 

          (e)地域貢献度（災害時等における活動実績） 

          (f)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組状況 

     Ｂ．配置予定技術者の施工能力 

          (a)同種工事の施工経験と立場  (b)工事成績 

          (c)表彰等           (d)継続教育（CPD及びCPDS）の取組状況 

Ｃ．賃上げの実施 

 

(2) 総合評価の方法 

1) 標準点 

本工事について、入札説明書等に記載された要求要件を実現できるとされた場合には、標準点

１００点を与える。 



2) 加算点 

上記（１）に示す各項目を評価し、加算点を与える。 

3) 評価値 

価格及び価格以外の要素として提示された性能等に係る総合評価は、予定価格の制限の範囲内

の入札参加者について、上記1)及び2)により得られる標準点、加算点の合計を、当該入札者の入

札価格で除して得た値（以下「評価値」という。）をもって行う。 

評価値＝（標準点＋加算点）／入札価格 

(3) ヒアリングの実施 

配置予定技術者の監理能力、理解度のヒアリングを実施する。 

(4) 落札者の決定方法  

1) 入札参加者は、次の①から②のすべての要件に該当する者のうち、上記（2）によって算出され

た数値（以下「評価値」という。）の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者

の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると

認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れが

あって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の定める最

低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすること

ができる。 

① 入札価格が、予定価格の制限の範囲内であること。 

② 提案が最低限の要求要件（標準案）を満たしていること。 

2) 1)において、評価値が最も高い者が２人以上いるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決

定する。 

 

４．入札手続等 

(1) 担当部局 

   〒380-0864 長野県長野市旭町１１０８ 長野第一合同庁舎３階 

         環境省 信越自然環境事務所総務課 

         電話 ０２６-２３１-６５７０（代表）  

電子メール：NCO-NAGANO＠env.go.jp 

 

(2) 入札説明書等の交付期間 

  入札説明書等（文書類、数量総括表、図面、申請様式等）は、信越自然環境事務所HPの当該入

札公告ページからダウンロードすることにより交付する。 

交付期間：令和６年４月１５日から令和６年５月１４日までの土曜日、日曜日及び祝日

を除く毎日、８時３０分から１７時００分まで。 

(3) 申請書及び資料の作成及び提出方法 

申請書及び資料は、入札説明書に示す様式及び留意事項に基づき作成し、電子調達システムで提

出すること。 

ただし、資料の提出にあたっては、資料の容量が10ＭＢを超える場合、及び発注者の承諾を得て

紙入札方式とする場合は原則として発注者の承諾を得て電子メールにて提出する場合、ファイル

容量は７MB以内（圧縮ファイルを活用した場合も同様）とし、やむを得ず申請書及び資料が７MB以



上となる場合は分割して送信し、信越自然環境事務所総務課に提出した旨を連絡し、受信連絡メ

ールを必ず確認すること。 

また、郵送する場合は、次の受付期間内に必着で、受付場所に１部郵送（書留郵便等）するもの

とする。 

1) 電子調達システムによる提出期間：令和６年４月１５日から令和６年４月３０日までの土曜日、

日曜日及び祝日を除く８時３０分から１７時００分とす

る。 

2) 郵送による提出期間：令和６年４月１５日からの令和６年４月３０日までの土曜日、日曜日及

び祝日を除く８時３０分から１７時００分とする。 

                  受付場所：信越自然環境事務所総務課 

              〒380-0864 長野県長野市旭町１１０８ 長野第一合同庁舎３階 

              環境省 信越自然環境事務所総務課 

              電話 ０２６-２３１-６５７０（代表） 

(4) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 

入札書は、電子調達システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は紙により

持参すること。郵送又は電送（ファクシミリ）による入札は認めない。入札書提出期限は次のとお

りとする。 

1) 電子調達システムによる入札の締め切りは、令和６年５月１４日 １０時００分  

2) 紙により持参の場合の締め切りは、令和６年５月１４日 １０時００分。 

提出先は、信越自然環境事務所総務課 

3) 開札は、令和６年５月１４日（火）１０時００分 信越自然環境事務所会議室にて行う。 

 

５．その他 

(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 入札保証金及び契約保証金 

1) 入札保証金 免除。 

2) 契約保証金 納付（保管金の取扱店日本銀行長野支店）。ただし、利付国債の提供（取扱官庁

信越自然環境事務所）又は金融機関若しくは保証事業会社の保証（取扱官庁環境省信越自然環境

事務所）をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による

保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。 

なお、契約保証金の額、保証金額又は保証金額は、請負代金額の１０分の１以上とする。ただ

し、予決令第８６条に規定する調査（低入札価格調査）を受けた者との契約については、契約の

保証の額を請負代金額の１０分の３以上とする。 

(3) 入札の無効 

本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のし

た入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

(4) 低入札価格調査を受けたものとの契約については別冊契約書案第３５条第１項中「１０分の４」

を「１０分の２」とし、第５項、第６項及び第７項もこれに準じて割合変更する。 

(5) 配置予定監理技術者等の確認 

落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合



は、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の

外は、申請書の差し替えは認められない。 

(6) 専任の主任技術者又は監理技術者の配置が義務付けられる工事において、調査基準価格を下回

った価格をもって契約する場合においては、主任技術者又は監理技術者とは別に同等の要件を満

たす技術者の配置を求めることがある。 

(7) 契約書作成の要否  要。 

(8) 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締

結する予定の有無  無。 

(9) 関連情報を入手するための照会窓口 上記５(１)に同じ。 

(10) 詳細は入札説明書による。 

(11) 入札の無効 

1) 公告に示した競争参加資格のないもののした入札、申請書または資料に虚偽の記載をした者の

入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

2) 無効の入札を行ったものを落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。 

3) 契約担当官等により競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札時において２.

に掲げる資格のないものは競争参加資格のないものに該当することとする。 

4) 工事費内訳書が未提出で有り、または提出された工事費内訳書が未記入である等不備がある場

合は入札を無効とする。 

(12) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 

上記２．(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者が競争に参加するためには、入

札書の提出期限の前日において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていな

ければならない。 

 

以上 


